
2024 年 8 月 27 日 

吸収分割に係る事前開示書類 
 

東京都品川区南大井六丁目 25 番 3 号 

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 

代表取締役社長 丸山 顕 

 

当社は、株式会社ハーモニックウィンベル（住所：長野県駒ヶ根市赤穂 8172 番地 60。以

下「HWB」といいます。）との間で締結した 2024 年 8 月 7 日付吸収分割契約書（以下「本

吸収分割契約」といいます。）に基づき、2024 年 10 月 1 日を効力発生日として、当社がそ

の事業に関して有する権利義務を HWB に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」といい

ます。）を行うことにいたしました。 

会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条の規定により当社本店に備え置くこ

ととされる吸収分割契約の内容その他法務省令で定める事項は、下記のとおりです。 

 

記 

 

1. 吸収分割契約の内容 

 

本吸収分割契約の内容は、別紙 1 のとおりです。 

 

2. 分割対価の定めがないことの相当性に関する事項 

 

本吸収分割に際しては、HWB から当社に対して、本吸収分割により承継する権利義務

に代わる対価を交付しませんが、当社は HWB の発行済株式の全部を所有していること

から相当であると判断しております。 

 

3. 吸収分割承継会社に関する事項 

 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

HWB の最終事業年度に係る計算書類等の内容は、別紙 2 のとおりです。 

 

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該臨



時計算書類等の内容 

 

該当事項はありません。 

 

(3) 吸収分割承継会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

HWB は、2024 年 8 月 23 日付の取締役会決議に基づき、当社に対し、その所有する土

地（簿価 58 百万円）、建物及び構築物（簿価 35 百万円）を、2024 年 8 月末日付をもっ

て売却する予定です。 

 

4. 吸収分割会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

該当事項はありません。 

 

5. 吸収分割の効力発生日以後における吸収分割会社の債務及び吸収分割承継会社の債務

（吸収分割会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限る。）の履行

の見込みに関する事項 

 

(1) 当社について 

 

当社の最終事業年度末日（2024 年 3 月 31 日）現在の貸借対照表における資産の額

は、負債の額を十分に上回っており、本吸収分割の効力発生日以後における当社の資産

の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれております。また、本吸収分割の効力

発生日以後において、当社の収益及びキャッシュフローの状況に関して債務の履行に

支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていません。 

したがって、本吸収分割における当社の債務について、履行の見込みはあるものと判

断しております。 

 

(2) HWB について 

 

当社が本吸収分割により HWB に承継させる債務はありません。 

 

以 上 

  



別紙 1 

吸収分割契約書 
 

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ（以下「甲」という。）及び株式会社ハー

モニックウィンベル（以下「乙」という。）は、甲の本承継対象権利義務（第 3 条において

定義される。）を乙に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」という。）に関し、以下のと

おり吸収分割契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第1条（吸収分割） 

甲は、本契約の規定に従い、吸収分割の方法により、甲のメカトロニクス製品の製造事業

（以下「本件事業」という。）に関して有する権利義務のうち、第 3 条に定めるものを乙に

承継させ、乙は、これを甲から承継する。 

 

第2条（当事会社の商号及び住所） 

本吸収分割を行う甲及び乙の商号及び住所は、以下のとおりである。 

甲（分割会社） 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 

   東京都品川区南大井六丁目 25 番 3 号 

乙（承継会社） 株式会社ハーモニックウィンベル 

   長野県駒ヶ根市赤穂 8172 番地 60 

 

第3条（本吸収分割により承継する権利義務） 

甲は、本吸収分割により、効力発生日（第 6 条において定義される。以下同じ。）におい

て、別紙「承継権利義務明細表」に掲げる権利義務（以下「本承継対象権利義務」という。）

を乙に承継させ、乙は、これを甲から承継する。 

 

第4条（分割対価） 

乙は、本吸収分割に際して、甲に対して本承継対象権利義務に代わる対価を交付しない。 

 

第5条（乙の資本金及び準備金） 

乙は、本吸収分割により資本金及び準備金の額を増加しない。 

 

第6条（効力発生日） 

本吸収分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、令和 6 年 10 月 1 日

とする。ただし、甲及び乙は、本吸収分割の手続の進行上の必要性その他の事由により、協

議の上合意によりこれを変更することができる。 

 



第7条（分割承認決議） 

甲は、会社法第 784 条第 2 項の規定により、乙は、会社法第 796 条第 1 項本文の規定によ

り、それぞれ、本契約につき株主総会の承認を得ないで本吸収分割を行う。 

 

第8条（競合避止義務） 

甲は、本件事業に関し、競業避止義務を負わないものとする。 

 

第9条（分割条件の変更及び本契約の解除） 

甲及び乙は、本契約締結日から効力発生日までの間において、天災地変その他の事由によ

り、甲又は乙の財務状態、経営成績、キャッシュフロー、資産、負債、事業等に重大な変動

が生じた場合その他本吸収分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合は、協議の上

合意により、本契約に定める条件を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第10条（本契約に定めのない事項） 

本契約に定める事項のほか、本吸収分割に際し必要な事項は、甲及び乙が協議の上定める。 

 

（以下余白） 

  



 

本契約の成立を証するため、本書 1 通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、乙が

原本を保有し、甲はその写しを保有する。 

 

令和 6 年 8 月 7 日 

 

 

甲：東京都品川区南大井六丁目 25 番 3 号 

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 

代表取締役 丸山顕 

 

 

 

 

乙：長野県駒ヶ根市赤穂 8172 番地 60 

株式会社ハーモニックウィンベル 

代表取締役 手塚太久 

 

  



（別紙） 

承継権利義務明細表 
 

 本吸収分割により、乙が甲から承継する権利義務は、以下のとおりとする。なお、承継す

る資産及び負債については、令和 6 年 6 月 30 日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を

基礎とし、これに効力発生日（本契約第 6 条に規定する日）までの増減を加除して確定す

る。 

 

1. 資産 

(1) 本件事業に係る棚卸資産 

(2) 本件事業に係る固定資産 

(3) 本件事業に係る現預金（運転資金として必要な相当額） 

 

2. 負債 

なし 

 

3. 契約 

なし 

 

4. 承継するその他の権利義務等 

なし 

 

以上 

 

  



別紙 2 

 



 
 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


